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研究成果の概要（和文）：本研究は、体験と思考をつなぐ「生活を通した学習」のモデル構築を目的とし、学校
と学校以外の教育エージェントの連携による「社会的協働学習実践」の調査及び分析を行った。その結果とし
て、第一に当該の学習において学校-家庭-地域の連携を生み出す「教育エージェント」の働きが重要であるこ
と、第二に、当該の学習において、「教える-学ぶ」という営みそのものの枠組みが「生活」の観点から再提示
される点、第三に、当該の学習においては「生活」概念そのものの捉え直しが必須であり、現代の教育実践にお
いて、学校と生活とを切り離した「知」や「学習」の想定そのものが限界をもつことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to reconstruct the “Learning through Life” 
model, which was based on the relationship between “thinking” and “experience.” Through selected
 field studies, I made it clear that some features of the practice of “Learning in Social 
Collaboration” be incorporated in “Learning through Life.” First, I refer to “educational 
agents”; for example, museums, “NPOs,” and companies, have a key role in creating a significant 
relationship between “thinking” and “experience.” Second, we need to reconsider the framework of
 teaching and learning　in order to realize the concept of “Learning through Life.” Finally, the 
concept of “life” should be reconstructed, based on the relationship between the school, home, and
 local community.

研究分野： 教育学、教育哲学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、学校-家庭-地域の連携に基づく「社会的協働学習実践」の教育的意義・効果について、文献調査と実
践調査、及び国際比較を包含した体系的研究としての意義をもつ。また、本研究は、「教育エージェント」とい
う新たな観点から、学校知と生活知（実践知）、体験と思考とを包含した社会教育、学校教育、家庭教育を論じ
る上で基礎となる概念を提示した。さらに、本研究は、学校と学校以外の教育リソースとの連携がもつ効果・意
義・課題を明らかにしたうえで、よりよい連環を形成するための具体的なモデルを提供した。その結果として、
「生活を通した学習」を提供する教育力をもつ生活環境の在り方への示唆を提示した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 
「地域に開かれた学校」構想が提案されて以来，学校・地域・家庭の連携は日本における主な

教育課題の一つとして提示され続けてきた。その背景にある，「学校知」と「生活知（実践知）」
の分離（体験と思考の分離）という問題は，「勉強ができても生きる力をもつ子どもを育成でき
ない学校教育」に対する批判として，現在もなお続いている状態にあった。 
その一方で，単に学校から地域・家庭へ子どもを「還す」だけでは，上記の問題の有効な解決

策とならないこともまた指摘がなされていた。さらには，単純に「体験」の量を増やすだけでは，
単なる一過性のイベントとしてしか子どもたちには認識されず，そこから得るべき知識や技能
の深化・統合につながらないという問題も存在する。つまり，学校「地域・家庭の教育力の低下」
の問題，つまり現在の子どもをとりまく環境がもはや“教育的環境”とは呼べないという問題は，
継続して日本の教育理論，教育実践にとって重要な課題であったと言える。 
本研究の開始当初，研究代表者である尾崎は，①「学校知」と「生活知（実践知）」の分離，

②「地域・家庭の教育力の低下」という二つの問題に対して，学校-家庭-地域の連携に基づく社
会的協働学習実践に有効な解決策の手がかりがあると想定した。本研究における「社会的協働学
習実践」とは，学校の正規カリキュラムの外に位置付けられ，かつ，学校・地域・家庭・民間組
織がもつ教育リソースを活用した教育活動を意味する。上記の着想は，研究代表者が実施した以
下の研究成果に基づくものであった。 

 
 （１）大学-民間組織の連携による大学内保育施設の研究（2005-2011） 
同研究は，研究代表者が「社会的協働学習実践」に着目するきっかけの一つとなった研究であ

り，2005 年より継続して行った大学内保育施設の調査及び分析の結果である。当該の研究・調
査を通して，大学内保育施設が大学のリソースと大学外のリソースとを共に活用することによ
って高い教育的効果を生み出している点を明らかにした。 

【Cf: 科学研究費若手研究（Ｂ）「国際比較に基づく大学内保育施設の意義と役割に関する基
礎的研究」<研究代表者 尾崎博美，2010 年-2011 年>】 

 （２）J. R.マーティンの提起する「教育エージェント」協働モデルの研究（2013-2015） 
上記の大学内保育施設を対象とする研究が，本研究の実践分析の背景であるとするならば，一

方で理論的背景となったのが，J.R.マーティンによって 2002 年に提唱された「教育エージェン
ト」の考え方であった。これは，教会，図書館，博物館，児童館，出版社，放送局といった学校
外の教育リソースを有するあらゆる組織を，学校と同等の教育主体としてみなす捉え方であり，
本研究で「教育エージェント」の理論をより精緻に分析することで，実践と理論の双方向から，
「社会的協働学習」の意義及び効果を明らかにすることが可能であると想定した。 

【Cf: 科学研究費若手研究（Ｂ）「「知」が埋め込まれた生活空間を創る「教育エージェント」
協働モデルの国際比較研究」<研究代表者 尾崎博美，2013 年-2015 年>】 

  
２．研究の目的 
  
本研究の目的は，国内・国外における社会的協働学習実践（「アフタースクール活動」を中心

とした学校-家庭-地域の連携による教育活動）の比較分析を通して，体験と思考をつなぐ「生活
を通しての学習」モデルを構築することにあった。それによって，子どもたちの体験と思考との
双方を拡大させ，深化させる生活＝学習がもつ教育的意義と可能性，及び課題を提示することを
目指した。具体的には以下の２点であった。 
（１）国内・国外における「アフタースクール活動」を中心とした社会的協働学習実践の実態を   

調査し，いかなる教育的効果を発揮しているかを吟味する。 
（２）体験と思考をつなぐ「生活を通しての学習」を構築するために必要な学校-家庭-地域の協

働モデルについて，特徴・性質・及び，実践的課題を提示する。 
 
３．研究の方法 

 
本研究の方法はⅠ.文献調査，Ⅱ.フィールド調査，Ⅲ.調査結果分析及びモデル構築から構成さ

れた。 
第一の文献調査は，①「社会的協働学習実践」についての理論分析，②「社会的協働学習実践」 

に関する先行研究分析，③思考と体験，生活知・実践知に関する先行研究調査であった。具体的
な調査対象文献は以下のとおりとなった。 
 １）「社会的協働学習実践」の理論枠組みに関する先行研究文献及び資料 

：主としてジェーン・ローランド・マーティンの著作および関連論文，資料 
２）「社会的協働学習実践」の事例に関する先行研究文献及び資料 

：学童保育，放課後のクラブ活動への地域の参入などを対象とする論文，資料 
３）生活知・実践知,体験-思考の深化・統合に関する先行研究文献及び資料 

：①状況的，文脈的な「知」の在り方（生活経験・空間がもつ教育的効果） 
②生活知・実践知の獲得方法・教授方法 ※以上①②について論じた論文，資料 

 



第二のフィールド調査は，国内・国外における「社会的協働学習実践」を対象とした訪問調査
及び，学校-家庭-地域の協働に基づく「教育エージェント」連携の訪問調査であった。具体的な
研究調査先は「４．研究成果」に記載するが，主たる調査項目は下記のとおりであった。①活動
の設置過程および沿革 ②学校外教育リソースと社会的協働学習実践の関係，③活動の理念・カ
リキュラム ④スタッフの資格，研修制度，⑤活動の運営形態（運営主体・補助金制度等）⑥公
的学校カリキュラムとの関係，⑦活動の課題や問題 ⑧特色ある活動（大学リソースの活用，保
護者との連携等）。 
第三の調査結果分析及びモデル構築においては，第一，第二の結果を踏まえ，①「社会的協働

学習実践」が構築し得る「知」（生活知・実践知）の体系，②体験と思考とをつなぐ「生活を通
しての学習」の実現可能性とそのモデル（実例，特徴，枠組み等）を提示することを目指した。 
 
４．研究成果 
（１）本研究において実施した，主たるフィールド調査，インタビュー調査，及び概要は以下の  

とおりである。 
 ・北海道，宮城県，岩手県，山梨県，石川県，兵庫県，アメリカ合衆国ボストン市，イスラエ  

ル，エルサレム市等における学校，美術館・博物館・NGO 団体訪問調査 
  ：これらの調査を通して，「学校と学校以外の教育リソースとの連携」の特徴の一部を明ら

かにすることができた。また，「社会的協働学習実践」の理念面と設置・運営との関係性及
び課題について，分析を進めた。 

 ・岡山県倉敷市での美術館訪問調査及びインタビュー調査（2017 年 5 月） 
：美術館における地域に開かれた教育プログラムの沿革，課題，コアとなる教育的概念等の
検討，および美術館と地域との関係における経済的観点について知見を得ることが出来た。
また，本調査結果を，既存の研究の中で検討対象としてきたボローニャ市の子ども図書館の
実践（地域における子どもへの教育プログラムの提供，またそこにおける連携の形），アン
テロス美術館との実践（感覚を通しての知の育成の実践）と比較分析を進めることによっ
て，学校-地域-家庭の連携に基づく「生活を通した学習」がもたらす教育的効果の実践モデ
ルを構築する手がかりを得た。 

 ・ジェーン・ローランド・マーティン氏へのインタビュー調査（2018 年 5 月） 
  ：「教育エージェント」理論の提唱者であるマーティン氏に対して，当該概念が持つ文化的，

歴史的な視点について調査を行った。また，「知」を捉える上での，「生活」「協働」「ケア」
といった概念がもつ重要性についても示唆を得た。 

 ・アメリカ，ボストン子ども博物館における訪問調査及びインタビュー調査（2018 年 5 月） 
  ：同博物館における子ども向けプログラムの歴史，設定経緯，特徴及び現在の課題等につい

てインタビュー調査を実施した。同博物館においては学校との協働学習が盛んであり，同博
物館内にワークショップの成果物等も積極的に設置されていた。 

 ・アメリカ，ケンブリッジ市における小学校訪問調査（2018 年 5 月） 
  ：Amigos School（Cambridge Public Schools）, Mattapan Early Elementary School, 

Charles H. Taylor Elementary School 等を訪問調査し，子どもたちの活動・探求において
当該の学校がある地域（市）やそこにある公共施設や自治体と連携した協働的な学びの効果
と可能性についての検討を行った。 

 ・教育哲学会，教育思想史学会，日本教師学学会，Philosophy of Education Society of 
Australasia，International Network of Philosophers of Education Conference 等への学
会参加 

  ：主として思考と行為，経験等を包含する人間観・教育目的の検討について知見を得た。 
 
（２）本研究を通して，「生活を通した学習」を生み出しうる学校と学校以外の教育リソースと

の連携（社会的協働学習実践）について，以下の点が明らかとなった。 
 ①教育リソースの活用は，当該のリソースを管理・提供する教育エージェントの働きによって

大きく左右される。その際の教育エージェントは，文化的資本の管理者・保護者としてだけ
ではなく，「教育」の担い手としての意図に基づいて教育リソースの提供を行っていること
が明らかとなった。重要な点は，その際に当該の教育エージェントが提供する「学習」及び
「知」の想定が，学校教育が想定するとされる「学校知」とは異なる種類をもって提案され
る点である。それは，例えば美術館や博物館，地域や NGO がもつ教育リソースの「学校化」
ではなく，当該の教育リソースそのものがもつ特徴に依拠している。 

②次に，「生活を通した学習」を生み出す教育リソースの活用は，学校教員とそれ以外の教育
エージェントとの多様な連携を必要とする点である。例えば，岡山県倉敷市の大原美術館で
は「学校まるごと美術館」や「未就学児童対象プログラム」等の実践がなされている。その
際には，「学校教員と美術館スタッフが打ち合せを重ね，準備をすすめ」ることが前提され
ている（公益財団法人  大原美術館公式 HP「教育普及活動」より抜粋。URL：
https://www.ohara.or.jp/education/，2019 年 6 月最終アクセス）。ここでの「連携」とは，
前述のように，学校知の論理が主導する形での「学校化」ではない。むしろ，学校と学校外
の教育エージェントの連携によって，その双方が変容をもたらされるような連携の形が目
指されている。 



 
③第三に，「生活を通した学習」において，学校は家庭－地域，および社会への子どもたちの
参加，という面において主要な役割を果たしている。例えば，ケンブリッジ市における公立
小学校では，同校が存在するケンブリッジ市それ自体を学習対象とし，実際に同市に対して
「提案」を行うという学習プログラムが実施されていた。その際，例を挙げれば同地区の人
種構成，民族文化，地理的条件，歴史などの多角的な視点から，子どもたちは同市に対する
考察と改善案の構築に取り組む。このことは，単に，子どもたちが同地区に実際に生活をし
ている，という点だけでは経験できない質を有する「経験」であるといえる。学校が当該地
域と連携する学習プログラムを「学校という場」で提供すればこそ，子どもたちは，日常の・
日々の体験がもつ意味をより広い視野から獲得することが可能になるのである。 

 
（３）本研究の成果として，「生活を通した学習」を可能にする社会的協同実践がもつモデルの

特徴を以下の通り提示した。 
 ①第一に，当該の実践を可能とする「教育エージェント」は，自らが「教育」にかかわること  

を意図すると同時に，自らが有するリソースそのものがもつ特徴・意義に基づく存在であ
る。例えば，「教育エージェント」としての美術館はいわゆる文化的資産を継承する美術館
としての美術館としてだけでなく，「教育エージェント」としての美術館となる。そこで子
どもたちに提供される「知」は，「学校化された知」とは異なる創造性や発展性を含んでい
る。それゆえにこそ，学校と当該の学校外教育エージェントの連携は，片方に比重が傾くこ
となく，それぞれの特徴・意義の活用や変容をともなう，その意味において創造的な営みと
なりうる。 

 ②上述の「教育エージェント」の存在を提示する際，また，そこにおいて提示される包括的な
「知」の様式を検討する際，「教える－学ぶ」という枠組みそのものが当該の連携，および
「生活を通した学習」という観点から再考される必要が生じる。本研究においては，その一
つを「「翻訳」概念に基づく「教える－学ぶ」営み」として提示した。これは，美術作品の
「鑑賞」を事例として，スーザン・ランガーのシンボル形式論から学習・教授のプロセスを
再提示したものである（Cf.図１：尾崎，2017，「「S. K. Langer の「シンボル形式」論に基
づく「教える－学ぶ」営みの再提示―創造的な教授としての「創作」と能動的な学習として
の「鑑賞」―」」より引用）。当該の過程においては，子どもたちは世界の自然・事物に単に
「出遭う」のではなく，それが包含する表象・概念と出遭う。その際には，学習者と教授者
（学校-家庭-地域の連携に基づく教育エージェント）の双方が能動的・主体的なかかわりを
経験する。このとき，「生活を通した学習」は，「単に生活を行うこと」とは本質的に異なる
経験と学びを子どもたちに提供しうることを示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
③以上を踏まえ，本研究は，現代における学校－家庭－地域の連携に基づく「社会的協働学習

実践」の教育的意義を，「生活」概念そのものの再構築する可能性をもつものとして提示し
た。当該の文脈における「生活」とは，人々が単に「行うこと」を指すのではなく，また，
「学校」と切り離されたものでもない。言い換えれば，現代の教育における「生活」概念は，
学校－家庭－地域の連携に基づいて想定することが必要であり，学校と生活とを分離した
「知」を想定すること自体が限界をもつのである。このことは，現代における様々な側面の
多様化，あるいは公的領域と私的領域の接近ないしは融和という事象への考察の必要性を
提示する。本研究の成果として，今後の発展的課題が，そうした現代社会の文脈を踏まえる
中で，当該の「社会的協働学習」がもつ「実践性」をより精緻に論じていくことにあること
が明らかとなった。 
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